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○議事次第

• 議事次第（PDF：75KB）

○配付資料

• 資料１ 社会保障審議会企業年金部会委員名簿（PDF：97KB）

• 資料２ 企業年金部会における検討課題（PDF：459KB）

• 資料３ 企業年金部会の今後の進め方（案）（PDF：329KB）

• 資料４ 柔軟で弾力的な給付設計（PDF：1,056KB）

• 資料５ 中小企業向けの取組（PDF：1,882KB）

• 参考資料１ 企業年金制度の現状等について（PDF：2,460KB）

• 参考資料２ 日本再興戦略 改訂 2014、経済財政運営と改革の基本方針 2014 （企業年金関連部分抜粋）

（PDF：134KB）

• 参考資料３ 今後の検討の進め方（第23回社会保障審議会年金部会資料）（PDF：539KB）

• 参考資料４ 社会保障審議会企業年金部会運営規則（PDF：66KB）

企業年金部会の今後の進め方を確認し、資料４「柔軟で弾力的な給付設計」と資料５「中小企業向けの

取組」の基金課からの説明が行われ約2時間の質疑応答が行われました。
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(報道より）
○時事通信 企業年金、新制度導入へ＝確定給付と確定拠出の中間－厚労省

厚生労働省は１１日、社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）の企業年金部会を開き、新しい企業年金制

度を導入する方針を示した。支給額が決まっている「確定給付年金（ＤＢ）」と、加入者自らの運用結果で支

給額が変動する「確定拠出年金（ＤＣ）」の中間的なものを想定している。

公的年金の給付水準が抑制される見通しのため、それを補完する企業年金を普及させるのが狙い。年内に詳

細を詰め、来年の通常国会に関連法改正案を提出する。

現行の制度では、年金運用に失敗した場合に、ＤＢでは事業主が追加でお金を拠出する必要があり、ＤＣで

は加入者が受け取る金額が減少する。運用損失のリスクが事業主か加入者のどちらかに偏っている。このため、

厚労省は運用リスクを労使が分け合う仕組みの導入を検討。労使で事前に最低限支給される基本水準を定め、

運用成績に応じて増額する案を提示した。（2014/09/11-20:40）

○日経新聞 運用リスク、労使で分担 厚労省が新企業年金制度案 2014/9/11 21:36

厚生労働省は11日、企業年金部会を開き、労使が運用リスクを分かち合う新しい企業年金制度の案を示した。

企業が一定の給付額を約束する確定給付年金と、社員自らが運用する確定拠出年金の中間型だ。中小企業向け

の簡素な年金制度もつくる。公的年金の給付を抑えるなか、企業年金の加入者を増やし老後の生活資金を確保

してもらう。

確定給付型の企業年金は企業が運用損失を穴埋めするため、市場の動きで業績が大きく左右される。確定拠

出型は損失の分だけ社員への給付額が減るため、運用を大きく誤ると老後の生活設計が狂う。原則として労使

のどちらかに負担が偏るため、企業年金の加入者は約1600万人と会社員の４割程度にとどまっている。

厚労省はこの日、２つの企業年金の特徴を合わせたハイブリッド型の制度を２種類提案した。ともに企業の

責任で最低限の給付を保証したうえで、上乗せ分が運用次第で増えたり減ったりする。資産の運用を企業主導

で行うか、社員の意見も反映するかといった点が異なる。最低保証額などは労使で柔軟に決められるようにす

る見通しだ。制度設計を年内に詰め、来年の通常国会で関連法の改正を目指す。

100人以下の中小企業などに限定した簡易型の確定拠出年金もつくる。通常は社員ごとに異なる拠出額を全

員月5000円程度に固定するほか、平均20種類ほどある運用商品を３つに絞る。企業の管理コストを減らすほか、

社員も商品選びの手間が少なくなる。

政府は高齢者の増加で公的年金の財政が悪化しているため、2015年度から基礎年金や厚生年金の給付額を抑

える方針だ。公的年金が目減りするぶん、企業年金の普及を促して、豊かな老後を送れるようにする考えだ。

○しんぶん赤旗 「企業年金の拡大へ議論」 社障審部会 運用リスク増大に懸念の声 2014年9月13日

社会保障審議会の企業年金部会は11日、私的年金である企業年金の拡大に向けた議論を始めました。

企業年金の実施事業は減少傾向で、全体の3 割未満。厚労省は、労働者の自己責任で運用する確定拠出

年金と、企業が運用して一定の支給額を保証する確定給付年金をそれぞれ見直す考えを示しました。

公的年金を縮小して私的年金に移行させ、老後の生活保障を脅かす内容です。

厚労省は、確定拠出年金について、資産を集団で運用する仕組みや伊庭の給付水準を保証する仕組みを

提起。確定給付年金についても、「労使の判断」で約束した最低給付額に、運用結果の積立状況に応じて

変動する給付を組み合わせ留仕組みを示しました。

「労使の判断」で保証額を決めることに対し、年金団体は「労使が合意したら、運用次第で元本割れし

ても、ＯＫと読める」と危ぐし、労働組合は「なしくずしに給付抑制に言ってしまう。一定の歯止めが

必要だ。」と指摘しました。

厚労省はまた、中小企業に確定拠出年金の導入を促すため、導入手続きを簡略化することや、個人拠出

年金の掛金に企業が追加拠出する仕組みなどを提案しました。

中小企業は不況・増税に苦しんで折り、「企業年金をさらに普及させる理念をもう一度整理すべき」だ(研

究者）と、導入理由が定かでないとの意見も出ました。


